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駅
の
ホ
ー
ム
の
転
倒
・
転
落

防
止
に
関
す
る
質
問
は
、
今
回

で
４
回
目
と
な
る
。

　
こ
の
間
に
、
名
古
屋
市
営
地

下
鉄
も
、
新
た
に
転
倒
・
転
落

防
止
を
設
置
す
る
と
新
聞
報
道

が
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
再

度
、
尋
ね
る
。

⑴　
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
は
構
築

物
に
当
た
る
の
か
。

⑵　
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
安
全

確
保
は
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
に

基
づ
き
な
さ
れ
て
い
る
の
か
。

⑶　
前
回
の
質
問
で
は
、
近
鉄

で
１
日
あ
た
り
10
万
人
を
超
え

る
乗
降
客
の
あ
る
駅
に
対
し
、

今
後
、
優
先
的
に
考
え
て
い
く

と
答
弁
が
あ
っ
た
が
、
鉄
道
施

設
検
査
等
規
則
に
よ
る
と
、

10
万
人
以
上
の
乗
降
客
の
あ
る

駅
で
は
、
設
置
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
決
ま
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。

　
　

都
市
計
画
・
土
木
課
長

⑴　

一
般
的
に
人
が
継
続
的
に

居
住
、
滞
在
す
る
目
的
以
外
の

た
め
に
建
設
さ
れ
た
構
造
物
と

い
わ
れ
て
い
る
。

　

建
築
基
準
法
の
考
え
は
、
土

地
に
定
着
す
る
工
作
物
か
ら
建

築
物
を
除
い
た
も
の
で
あ
り
、

具
体
的
に
は
、
橋
、
煙
突
、
ダ

ム
、
鉄
塔
な
ど
で
あ
る
。

　

Ｐ
Ｌ
法【  

】で
は
、
製
造
ま

た
は
加
工
さ
れ
た
動
産
と
し
て

い
る
。

　

な
お
、
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
本

体
は
、
Ｐ
Ｌ
法
の
適
用
を
受
け

な
い
も
の
で
あ
る
。

製
造
物
責
任
法
と
い
い
、
製

品
の
欠
陥
に
よ
っ
て
生
命
・

身
体
又
は
財
産
に
損
害
を
被
っ
た
こ

と
を
証
明
し
た
場
合
に
、
被
害
者
は

製
造
会
社
な
ど
に
対
し
て
損
害
賠
償

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
法
律
。

⑵　

プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
は
鉄
道

施
設
と
し
て
成
り
立
っ
て
お
り

鉄
道
営
業
法
及
び
鉄
道
事
業
法

並
び
に
技
術
基
準
と
し
て
鉄
道

に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定

め
る
省
令
、
そ
の
よ
う
な
も
の

か
ら
鉄
道
施
設
の
安
全
確
保
が

な
さ
れ
て
い
る
。

⑶　

バ
リ
ア
フ
リ
ー
法【  

】で

は
、
１
日
当
た
り
３
千
人
以
上

の
乗
降
客
数
の
駅
が
対
象
で
あ

り
、
弥
富
駅
の
乗
降
客
は
、
現

在
１
万
２
千
人
前
後
で
、
バ
リ

ア
フ
リ
ー
化
対
象
駅
と
な
っ
て

い
る
。

　

し
か
し
、
防
護
柵
設
置
に
当

た
っ
て
は
、
国
と
と
も
に
参
加

の
検
討
会
で
、
10
万
人
を
超
え

る
駅
は
優
先
し
速
や
か
に
実
施

す
る
と
い
う
方
針
が
出
さ
れ
て

お
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
違
法
に

当
た
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

正
式
に
は
、
高
齢
者
、
障
害

者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に

関
す
る
法
律
。

　

高
齢
者
や
障
害
者
な
ど
の
自
立
し

た
日
常
生
活
や
社
会
生
活
を
確
保
す

る
た
め
に
、
旅
客
施
設
・
車
両
等
、

道
路
、
路
外
駐
車
場
、
都
市
公
園
、

建
築
物
に
対
し
て
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
基
準（
移
動
等
円
滑
化
基
準
）へ
の

適
合
を
求
め
る
と
と
も
に
、
公
共
交

通
施
設
や
建
築
物
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
を
進
め
る
た
め
の
措
置
を
定
め
て

い
る
。

　
　

市
長

⑶　

近
畿
日
本
鉄
道
株
式
会
社

の
名
古
屋
統
括
部
長
と
意
見
交

換
を
行
い
転
倒
・
転
落
防
止
の

設
置
の
要
望
を
し
た
。

　

近
鉄
か
ら
は
、
様
々
な
車
両

の
タ
イ
プ
が
あ
る
た
め
非
常
に

難
し
い
と
い
う
回
答
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
安
全
対
策
の
１
つ
と

し
て
ホ
ー
ム
内
に
あ
る
ベ
ン
チ

の
向
き
を
現
在
の
向
き
か
ら
90

度
回
転
さ
せ
、
列
車
方
向
と
直

角
に
し
、
泥
酔
者
な
ど
が
、
無

意
識
に
線
路
方
向
に
近
寄
る
こ

と
を
防
ぐ
狙
い
の
安
全
対
策
を

近
鉄
の
駅
の
中
で
弥
富
駅
を
モ

デ
ル
に
検
討
し
て
い
く
と
の
こ

と
。

　
新
聞
で
は
、
公
共
施
設
の
１

つ
で
あ
る
地
区
公
民
館
を
選
挙

事
務
所
と
し
て
使
用
す
る
こ
と

は
や
め
た
ほ
う
が
い
い
と
報
道

が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
理
由
の
中
に
は
、
建
設
や
改

修
に
補
助
金
な
ど
が
支
出
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
あ
る
と
考
え
る

が
、
公
民
館
の
使
用
に
つ
い
て

見
解
を
尋
ね
る
。

　
　

総
務
部
長

　

選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
公

職
選
挙
法
に
お
い
て
、
公
民
館

の
使
用
は
勿
論
、
建
設
に
補
助

金
が
支
出
さ
れ
た
公
民
館
が
使

用
不
可
と
明
記
さ
れ
て
い
な
い

た
め
、
公
民
館
の
使
用
は
可
能

と
い
う
見
解
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
使
用
の
場
合
は
、

地
区
の
同
意
を
得
て
か
ら
使
用

す
る
こ
と
と
回
答
し
て
い
る
。

　

全
国
で
議
論
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
承
知
し
て
お
り
、
候
補
者

本
人
に
判
断
を
し
て
い
た
だ
く

考
え
で
あ
る
。

問

鉄
道
営
業
法
及
び
鉄
道
事
業
法

並
び
に
技
術
基
準
と
し
て
鉄
道

に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定

め
る
省
令
な
ど
に
よ
る

答

☝

☝

☝

☝

答選
挙
事
務
所
と
し
て
公
民
館

選
挙
事
務
所
と
し
て
公
民
館

を
使
用
す
る
こ
と
は
可
能
か

を
使
用
す
る
こ
と
は
可
能
か

問公
民
館
の
使
用
は
公
職
選
挙
法
に

抵
触
し
な
い
た
め
可
能
で
あ
る

答

議
員

大
原 

功

無
所
属
ク
ラ
ブ

駅
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム

駅
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム

の
安
全
確
保
の
根
拠
は

の
安
全
確
保
の
根
拠
は


